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令和５年度 

定期監査（保育園・学校）結果報告書 
 

第１ 監査の基準 

この監査は、江南市監査基準（令和２年江南市監査委員告示第１号）に準拠し

て実施した。 

 

第２ 監査の種類 

  この監査は、地方自治法第 199条第４項の規定に基づく定期監査である。 

 

第３ 監査の対象 

古知野北保育園、藤里保育園、古知野北小学校、門弟山小学校、宮田中学校 

  

第４ 監査の着眼点 

（１）配当予算の執行状況、消耗品等の受払いが適正に行われているか。 

（２）備品の管理及び台帳の整備は適正に行われているか。 

（３）施設の管理状況は適正に行われているか。 

 

第５ 主な実施内容 

令和５年度の財務に関する事務の執行について、あらかじめ担当課から資料の

提出を求めるとともに、関係職員から説明を聴取し、併せて関係諸帳簿及び書類

等を検査して監査を実施した。 

 

第６ 監査の実施場所及び日程 

（１）実施場所 

古知野北保育園、藤里保育園、古知野北小学校、門弟山小学校、宮田中学校 

（２）実施日程 

令和６年１月２４日、２６日 
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第７ 監査の結果 

監査の結果、適正に執行されているものと認められた。 

なお、監査で確認された軽微な不備事項等は、是正を要望した。 

 

 


